
平成 24 年第 3 回筑紫野市議会（9 月）定例会 

提出議案について 

 

 平成 24 年第 3 回筑紫野市議会定例会（会期：8 月 31 日から 9 月 25 日まで）に次の 

議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

 

同意第３号 筑紫野市教育委員会委員の任命について 

現教育委員の近本 明氏が本年 10 月３日をもって任期満了となり、引き続き委員として任命する

ため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求め

るものです。 

認定第１号 平成２３年度筑紫野市一般会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は３２４億９，４０２万７，８５４円、歳出決算額は３１５億９，６３８万６，０２

７円です。これを差し引きした形式収支は、８億９，７６４万１，８２７円の黒字となっています。 

認定第２号 
平成２３年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

歳入決算額は９０億４，９７１万７，６６２円、歳出決算額は８９億１２５万９，２３４円です。

これを差し引きした形式収支は、１億４，８４５万８，４２８円の黒字となっています。 

認定第３号 
平成２３年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

歳入決算額は２，０９５万６，６０１円、歳出決算額は１，６４７万５，２７６円です。これを

差し引きした形式収支は、４４８万１，３２５円の黒字となっています。 

認定第４号 
平成２３年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

歳入決算額は４５８万６，６６６円、歳出決算額は３７６万８４８円です。これを差し引きした

形式収支は、８２万５，８１８円の黒字となっています。 

 

 

 



認定第５号 平成２３年度筑紫野市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は４９億４，７４８万７，０６０円、歳出決算額は４８億９，５７６万３，０１４円

です。これを差し引きした形式収支は、５，１７２万４，０４６円の黒字となっています。 

認定第６号 平成２３年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

歳入決算額は１７億２，３６５万４，６４４円、歳出決算額は１６億９，２４９万８，６７０円

です。これを差し引きした形式収支は、３，１１５万５，９７４円の黒字となっています。 

認定第７号 平成２３年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

歳入、歳出決算額ともに６，０３８万６，９６４円となっています。 

認定第８号 平成２３年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

歳入、歳出決算額ともに２億４，１９０万６，８１２円となっています。 

認定第９号 平成２３年度筑紫野市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入、歳出決算額ともに６億３，０４９万７，１２８円となっています。 

認定第１０号 平成２３年度筑紫野市二日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は２４８万４，９１２円、歳出決算額は２０７万７，３５０円です。これを差し引き

した形式収支は、４０万７，５６２円の黒字となっています。 

認定第１１号 平成２３年度筑紫野市御笠財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は７５７万６，８２７円、歳出決算額は６５５万９，７４１円です。これを差し引き

した形式収支は、１０１万７，０８６円の黒字となっています。 

認定第１２号 平成２３年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

歳入、歳出決算額ともに２，１７１万９，７７１円となっています。 

 

 

 



認定第１３号 平成２３年度筑紫野市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

平成 23 年度筑紫野市水道事業会計剰余金の処分については、未処分利益剰余金６億３，１７８

万７，８５５円のうち６７４万９千円を減債積立金に、３億９，５１８万円を建設改良積立金に積

み立て、残余の２億２，９８５万８，８５５円を繰り越すものです。 

また、平成 23 年度水道事業会計決算については、収益的収支として、収入総額１７億５，３８

８万６，１５５円、支出総額１６億１，８９１万７，３２９円で、１億３，４９６万８，８２６円

の純利益が生じており、資本的収支として、収入総額２億４，２８５万１，０８７円、支出総額７

億３，８７３万５，２８２円で、資本的収入が資本的支出に不足する額は、過年度分損益勘定留保

資金 等で補填しています。 

認定第１４号 平成２３年度筑紫野市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

平成 23 年度筑紫野市下水道事業会計剰余金の処分については、未処分利益剰余金４億８，１８

９万２，９６６円のうち１１５万８千円を減債積立金に、２億４，０９４万５千円を建設改良積立

金に積み立て、残余の２億３，９７８万９，９６６円を繰り越すものです。 

また、平成 23 年度下水道事業会計決算については、収益的収支として、収入総額１８億１，８

４９万３，０７８円、支出総額１７億９，５３３万７，４７５円で、２，３１５万５，６０３円の

純利益が生じており、資本的収支として、収入総額７億８，０６０万２，９４０円、支出総額１２

億５，２４１万３，２５４円で、資本的収入が資本的支出に不足する額は、過年度分損益勘定留保

資金 等で補填しています。 

報告第１３号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成 23 年度決算における健全化判断比率

及び資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて報告するものです。 

健全化判断比率のうち、標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の比率である実質赤字比

率については、本市において実質赤字額はありません。 

標準財政規模に対する公営企業を含めた本市の全会計の実質赤字の合計額の比率である連結実質

赤字比率については、本市はすべての会計において実質収支は黒字であり、連結実質赤字額はあり

ません。 

標準財政規模を基本とした額に対する一般会計等における地方債の元利償還金及び公営企業や一



部事務組合等を含む地方債の元利償還金の本市の負担額の比率である実質公債費比率は、平成２３

年度の比率は１３．０％となり、早期健全化基準の２５％を下回っています。 

標準財政規模を基本とした額に対する本市のすべての会計及び一部事務組合、土地開発公社など

の市が設立した法人まで含めた将来負担額の比率である将来負担比率は、平成２３年度の比率は３

９．５％となり、早期健全化基準の３５０％を下回っています。 

本市が経営する公営企業の事業規模に対する資金不足額の比率である資金不足比率は、本市の水

道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水事業特別会計ともに資金不足はありません。 

報告第１４号 筑紫野市土地開発公社事業等の報告について 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき報告するものです。 

「総括」としては、一般庶務事項として平成 23 年度に理事会を３回開催し、８件の議案につい

て審議され、全て原案のとおり可決されました。また、役員については、市議会議員選挙が４月に

行なわれ議員３名と市職員の人事異動に伴う理事の変更がありました。職員については、公社の組

織機構の見直しに伴い、筑紫野市から事務局長以下３名が派遣されています。 

「事業計画の執行状況」としては、取得はありませんでしたが、処分については、「天拝山歴史自

然公園整備事業」の一部２７１㎡を５，３５７万３４０円で、「筑紫地区まちづくり整備事業」の一

部１，１８９㎡を５，９０３万３，８６２円で、３３０㎡を２，１０４万６，３５９円でそれぞれ

市へ売却しています。 

「財務の状況」としては、平成 23 年度は「天拝山歴史自然公園整備事業」を含め２事業の一部

の用地処分を行い、当期純損失が１７７万７千円となり、準備金合計は３億３，９６３万２千円と

なっています。 

借入金の期末残高については、金融機関からの短期借入金４億９，６９８万９千円、市からの長

期借入金５億２，７００万円となっており、前年度比で１億２，９６１万８千円の減となっていま

す。 

保有土地については、平成 23 年度期首残高１４億７，５７９万１，５３９円に対し、平成 23

年度増加高３９２万４，６４３円、当期減少高１億２，８７１万９，３６８円となったことから、

平成 23 年度期末残高１３億５，０９９万６，８１４円となっています。 

また、平成 23 年度の事業報告及び決算報告について、本年５月 17 日に監事による監査が実施

され、内容は適正であることの報告を受けています。 



報告第１５号 財団法人筑紫野市管理公社事業等の報告について 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき報告するものです。 

この事業については、筑紫野市より指定管理者（平成 23 年度）として受託している筑紫野市文

化会館の運営に伴うものです。 

文化会館の利用状況としては、合計入場者数は１１万７，７６６人、使用料は２，７０８万４，

４８０円です。使用料については、公的使用は減免制度があり、その減免額が１，８６９万９，５

２０円となっており、実質の納入額は８３８万４，９６０円です。決算の状況としては、事業活動

収入合計は、８，０８９万２，００６円です。その主なものは、指定管理受託収入の８，０７０万

円です。 

事業活動支出合計は、７，９４０万７，９６０円です。その主なものは、文化会館管理費支出の

７，０３６万９６０円で、人件費、消耗品費、施設の光熱水費、清掃等の委託費等です。また、特

別会計への繰入金支出の、９０４万７千円については、自主事業特別会計への支出です。 

収入から支出を引きました事業活動収支差額は、１４８万４，０４６円となり、これが当期収支

差額で、これに前期繰越収支差額２９６万２，４５３円を加えると、４４４万６，４９９円となり、

この額が次期繰越収支差額です。 

自主事業の特別会計は、24 件の事業があり、主なものとして平成 24 年４月８日に開催した市民

劇「筑紫野ロマン飛行」の稽古を平成 23 年 10 月 15 日から平成 24 年３月 31 日まで、合計 32

回行っています。自主事業特別会計決算は、事業活動収入の合計は、２，５６４万６，６５５円で

す。その主な内容は自主事業収入の６０１万４，６００円、財団法人地域創造からの民間助成金収

入２４０万円、文化庁からの国庫補助金収入５１５万４千円、一般会計からの繰入金収入の９０４

万７千円です。   

事業活動支出合計は、２，３２２万６，９０７円です。その内容については、消耗品費、手数料、

委託料等です。収入から支出を引きました事業活動収支差額は、２４１万９，７４８円です。 

投資活動収支の部の支出は、周年事業のための積立として、周年事業積立資産取得支出３００万

円があります。事業活動収支差額２４１万９，７４８円から次年度以降の事業の運用財産積立資産

取得支出３００万円を引くと、マイナス５８万２５２円となり、これが当期収支差額となります。

これに前期繰越収支差額３９９万５，８４２円を加えると３４１万５，５９０円となり、この額が

次期繰越収支差額となります。 



議案第４８号 筑紫野市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

昨年発生した東日本大震災から得られた教訓を今後に活かし、災害対策の強化を図ることなどを

目的として、「災害対策基本法」が一部改正されたことに伴い、条例を一部改正し、防災会議の所掌

事務見直し及び構成する委員に「自主防災組織を構成する者又は識見を有する者」を追加するもの

です。 

議案第４９号 筑紫野市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

昨年発生した東日本大震災から得られた教訓を今後に活かし、災害対策の強化を図ることなどを

目的として、「災害対策基本法」が一部改正されたことによるもので、改正の内容は引用条項の改廃

に伴うものです。 

議案第５０号 筑紫野市障害者施策推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

「障害者基本法の一部を改正する法律」及び「障害者基本法の一部を改正する法律の一部の施行

期日を定める政令」が施行されたことに伴い、該当条文の引用条項のずれや、所掌事務の内容、文

言を改めるものです。 

議案第５１号 筑紫野市陸上競技場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて 

筑紫野市陸上競技場は、本市と土地所有者である株式会社九電工において、平成８年６月 20 日

に当該施設の使用についての管理・運営協定書を取り交わし、現在まで当該施設の管理・運営を行

ってきました。 

この度、株式会社九電工から同協定の解約申し出があり、平成 25 年１月１日より当該施設の使

用ができなくなることから、本条例を廃止するものです。 

議案第５２号 筑紫野市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例の

制定について 

平成 25 年４月に現農業委員の任期が満了することに伴い、推薦による選任委員が１名減となる

予定であるため、選挙による委員の定数を１名増とするものです。 

 

 

 



議案第５３号 市道路線の認定について 

路線番号９１００号七畝町３号線、路線番号９１０１号柚ノ木４号線、路線番号９１０３号塔の

尾４号線、路線番号９１０５号下石仏３号線は、宅地分譲により寄附された道路であり、路線番号

９１０２号鯰石６号線、路線番号９１０４号上石仏３号線、路線番号９１０６号亀石１号線、路線

番号９１０７号亀石２号線は、道路幅員が４ｍとなるよう用地寄附が行われた道路です。これらは、

平成 24 年３月９日に改正した筑紫野市道路線の認定に関する基準に適合する道路となったため、

市道として認定を行うものです。 

これらの道路を道路法第８条第１項の規定に基づき市道として認定するため、同条第２項の規定

に基づき議会の議決を求めるものです。 

議案第５４号 平成２４年度筑紫野市一般会計予算補正予算（第２号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としては、財政調整基金への積立金として６，８５３万１千円、不

活化ポリオワクチン導入のため個別予防接種委託料４，２１０万６千円、観光資源発掘発信業務委

託料１，７８５万３千円、「薬師の杜」を拠点とした地域活性化事業における地域活性化業務委託料

１，８３０万５千円などの増額や筑紫駅西口土地区画整理事業における補償金６，１３４万９千円

などの減額をするものです。 

これに見合いの歳入予算としては、地方交付税１億５，６７６万７千円、緊急雇用創出事業臨時

特別基金事業補助金３，６１５万８千円、前年度繰越金２，３１５万６千円、筑紫駅西口土地区画

整理事業保留地処分金２，２９９万９千円、土地区画整理事業債１億３，８６０万円などの増額や

減収補てん特例交付金３，２７４万２千円、社会資本整備総合交付金２億１３７万円などを減額す

るものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億５，８００万１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１８億９，８６８万５千円とするものです。 

また、「債務負担行為の補正」として、「追加の場合」で４件の１億９，４２３万５千円を、一部

事務組合分として１件の１，３７４万４千円を計上しています。また、債務負担行為として計上し

ていたもののうち２件の５００万円を廃止としています。 

「地方債補正」につきましては、「追加の場合」として１件の３４０万円、「変更の場合」として

２件の２０億６，９０６万７千円を計上しています。 

 



議案第５５号 平成２４年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

補正予算の内容は、歳出予算としては国庫支出金返還金５２１万４千円、県支出金返還金２２０

万１千円、社会保険診療報酬支払基金返還金１３４万３千円、予備費４，６７０万２千円を増額す

るものです。 

これに見合いの歳入予算としては、介護給付費交付金過年度分３７３万６千円、前年度繰越金５，

１７２万４千円を増額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ５，５４６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を５５億８７５万３

千円とするものです。 

議案第５６号 平成２４年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

補正予算の内容は、歳出予算としては福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金２，９６２万３

千円を増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金３，１１５万５千円の増額と一般会計からの事

務費繰入金１５３万２千円を減額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ２，９６２万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１８億８，７

７０万３千円とするものす。 
 


